[bookmark: _GoBack]別記様式第13号(第14条関係)
(表)
	　　　年度
国民健康保険料　納入通知書
兼　特別徴収開始（停止）通知書
国民健康保険料を下記のとおり決定しましたので通知します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　様
山口県長門市長　　　　　　　　　　　　印

	納入義務者
	
	
	徴収方法
	

	通知番号
	
	
	
	特別徴収義務者
	

	
	
	特別徴収対象年金
	

	下記に記載のある方は口座振替です。

	金融機関
	
	
	年間保険料
	円

	口座種別
	
	口座番号
	
	
	
	

	口座名義人
	

	納付方法
	
	
	備　　　　　考
	




	賦　課　明　細
	医 療 分
	支援金分
	介 護 分
	
	月
	特別徴収額
(円)
	期別
	普通徴収額
(円)
	普通徴収額の納期限

	1 基準総所得金額(円)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 被保険者数(人)
	
	
	
	
	４月
	　
	
	
	

	3 所得割額(円)
	
	
	
	
	５月
	　
	
	
	

	4 均等割額(円)
	
	
	
	
	６月
	　
	第１期分
	
	

	5 平等割額(円)
	
	
	
	
	７月
	　
	第２期分
	
	

	6 均等割軽減額(円)
	
	
	
	
	８月
	
	第３期分
	
	

	7 平等割軽減額(円)
	
	
	
	
	９月
	　
	第４期分
	
	

	8 産前産後軽減額(円)
	
	
	
	
	10月
	
	第５期分
	
	

	9 限度超過額(円)
	
	
	
	
	11月
	　
	第６期分
	
	

	10 算定額(円)
	
	
	
	
	12月
	
	第７期分
	
	

	11 月割増減額(円)
	
	
	
	
	１月
	　
	第８期分
	
	

	12 年間保険料(円)
	
	
	
	
	２月
	
	第９期分
	
	

	
	
	
	３月
	
	第10期分
	
	

	
	
	
	計
	
	計
	
	

	年間保険料額(円)
	
	減　免　額
	
	
	合計
	
	




	氏　　名
	給与所得者等
	加入月数
	軽減基準所得
金　　　　額
	基準総所得
金　　　額
	備　考
	
	料　率
	医 療 分
	支援金分
	介 護 分

	
	
	一般
	介護
	
	
	
	
	所得割率(％)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	均等割額(円)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	平等割額(円)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





(裏)
１　延滞金等
　納期限までに納められない場合で金額が2,000円以上（1,000円未満の端数は切り捨て）の場合は、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じて、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、延滞金特例基準割合に１％の割合を加算した割合（上限は7.3％)、納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間は延滞金特例基準割合に7.3％の割合を加算した割合（上限は14.6％）で計算した額の延滞金を徴収します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。また、督促状を発したときは、督促状発付日から起算して10日後までに完納しないときは滞納処分を受けることがあります。
　※｢延滞金特例基準割合｣とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合のことをいいます。
２　不服申立
（１）この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、山口県国民健康保険審査会（山口県庁内、電話083-933-2825）に対して審査請求をすることができます。
（２）上記（１）の審査請求に対する裁決を経たときに限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において被告を代表する者は市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
①審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
（３）ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
３　納付場所
　山口銀行、萩山口信用金庫、西京銀行、もみじ銀行、中国労働金庫、長門市内の山口県農業協同組合、山口県漁業協同組合長門支店、北九州銀行、中国５県の各ゆうちょ銀行及び郵便局、長門市役所・各支所・各出張所、納付書裏面記載のコンビニエンスストア等
４　その他
　保険料についてご不明の点があれば納期限の1週間前までに市役所総合窓口課へ本通知書と資格確認書等をお持ちのうえおこしください。
※被保険者の異動（出生・死亡・転出入・他の健康保険への加入等）があったときは、すみやかに市役所総合窓口課で手続きをしてください。
※領収書は、５年間保管してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先　　山口県長門市市民生活部総合窓口課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険管理班　電話　

賦課明細の内容
	①　基準総所得金額
	各被保険者の前年の「総所得金額等－基礎控除43万円」の合計額。この金額をもとに所得割額を計算します。
※合計所得金額が2,400万円を超えると、基礎控除は段階的に減少します。

	②　被保険者数
	世帯の被保険者の数

	③　所得割額
	被保険者の①に応じて計算した額

	④　均等割額
	被保険者の人数に応じて計算した額

	⑤　平等割額
	１世帯当たりに決められた額

	⑥　均等割軽減額
	賦課期日（４月１日）時点の世帯構成およびその世帯の総所得に応じて、軽減基準に該当する場合の均等割、平等割が軽減される額。軽減対象世帯の方は通知書の備考欄に軽減割合「７割軽減、５割軽減、２割軽減」いずれかの記載がされています。
また、⑥には未就学児に対する均等割軽減額（所得に応じた軽減適用後の２分の１）も含めて記載されています。

	⑦　平等割軽減額
	

	⑧　産前産後軽減額
	出産（予定を含む）被保険者に係る産前産後機関の軽減基準に該当する場合の所得割、均等割が軽減される額

	⑨　限度超過額
	保険料の賦課限度額を超えた額

	⑩　算定額
	（③＋④＋⑤）－（⑥＋⑦＋⑧＋⑨）で計算した額

	⑪　月割増減額
	月割で計算した増減額（例・今年度75歳に到達される方の誕生月以降の保険料を減額しています。）

	⑫　年間保険料
	１年間の保険料額






	　　　　　　　山口県長門市　　　年度※切り取らないでお出しください。


	国民健康保険料(税)　納入済通知書

	口座番号
	01560-1-960036
	加入者名
	長門市会計管理者
	合計金額
	円

	収納機関
番号
	
	納付
番号
	
	確認番号
	
	納付期限
	

	税(料)額
	円
	期月等
	
	通知番号
	

	

	　延滞金
	　督促手数料
	領収日付印

	円
	円
	

	納付者
氏名
	
	

	ＣＶＳ収納用
	金額が30万円を超えた場合コンビニエンスストアでは納付できません。
	

	
	
	（ご注意）
金額を訂正した場合、コンビニエンスストアでは納付できません。
	

	
	
	
	
	取りまとめ店

	
	
	
	
	〒730-8794
ゆうちょ銀行
広島貯金事務センター
	山口銀行
長門支店

	
	収納代行　地銀ネットワークサービス（ＣＮＳ）
	
	
	

	ＡＴＭではご使用いただけません。金融機関窓口またはコンビニエンスストアでご使用いただけます。
	（長門市保管／コンビニ本部控）


	納　付　書

（長門市）　　　年度
　　　　　国民健康保険料(税)

	口座番号
	01560-1-960036

	加入者名
	長門市会計管理者

	期月等
	第　　期

	通知番号
	

	納付番号
	

	納付者氏名

	税(料)額
	　　　　　　　円

	督促手数料
	　　　　　　　円

	延　滞　金
	　　　　　　　円

	合計金額
	　　　　　　　円

	納付期限
	

	

	主管課名
	領収日付印

	山口県
長門市

	

	（金融機関／コンビニ店舗保管）収納代行ＣＮＳ


	長門市領収証書　　

	口座番号
	01560-1-960036

	加入者名
	長門市会計管理者

	　　　年度
国民健康保険料(税)
第　　期

	通知番号

	納付番号

	納付者氏名

	税(料)額
	　　　　　　　円

	督促手数料
	　　　　　　　円

	延滞金
	　　　　　　　円

	合計金額
	　　　　　　　円

	納付期限
	

	

	上記の金額を領収しました。

	領収日付印

	

	収入印紙不要
（納付者保管）収納代行ＣＮＳ



※お問合せ窓口は裏面に記載しております。※切り取らないでお出しください。



	◎口座振替のご利用を
あなたの指定された金融機関の預（貯）金口座から納期に自動的に納付されます。
便利で安心な口座振替制度ご利用の手続は、右記金融機関及び郵便局へお申し込みください。



	問合せ先
〒759-4192
山口県長門市東深川１３３９番地２
長門市役所
【代表】0837(22)2111
総合窓口課保険管理班
【直通】0837(23)1130
　　　　　　　　　　0837(23)1143

	収納代行会社　地銀ネットワークサービス㈱


	◎納付場所（順不同）
長門市役所、各支所及び出張所または下記の場所で納付することができます。

金融機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行・郵便局
　山口銀行　　　　西京銀行　　　　　　　　　　　中国５県（山口県、広島県、島根県、
もみじ銀行　　　萩山口信用金庫　　　　　　　　岡山県、鳥取県）内のゆうちょ銀行
中国労働金庫　　北九州銀行　　　　　　　　　　・郵便局
長門市内の山口県農業協同組合
山口県漁業協同組合長門支店

コンビニエンスストア
くらしハウス　　　ニューヤマザキデイリーストア
ハマナスクラブ　　ハセガワストア　　　　　　　【ご注意】
スリーエイト　　　ファミリーマート　　　　　　下記の場合、コンビニエンスストア、スマート
セイコーマート　　ポプラ　　　　　　　　　　　フォン決済ではご使用できません。
生活彩家　　　　　ミニストップ　　　　　　　　①金額を訂正した場合
ＭＭＫ設置店　　　ヤマザキデイリーストア　　　②指定納付期限を過ぎた場合
セブン－イレブン　ローソン　　　　　　　　　　③金額が30万円を超える場合
タイエー　　　　　ローソンストア１００　　　　④バーコード印字がない場合
デイリーヤマザキ　ﾔﾏｻﾞｷｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｼｮｯﾌﾟ　　　　※バーコードが読み取れない場合は、申し訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ございませんがコンビニエンスストア、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　スマートフォン決済以外の方法でお支払いく
スマートフォン決済　　　　　　　　　　　　　　　　ださい。
ＰａｙＢ　ＰａｙＰａｙ　



	コンビニエンスストアは長門市に代わり、お客様の支払金額を｢代理受領｣しています。



	問合せ先
〒759-4192
山口県長門市東深川１３３９番地２
長門市役所
【代表】0837(22)2111
総合窓口課保険管理班
【直通】0837(23)1130
　　　　　　　　　　0837(23)1143

	収納代行会社　地銀ネットワークサービス㈱




